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内閣府 2020010
古民家保全などの中心的
活動主体となるＮＰＯ法人
の多面的支援

なし

「市民活動団体等支援総
合事業」では、ＮＰＯ活動
に携わる人材に対して、
様々な側面における育成
事業を地域ブロックごとに
１～２箇所程度選定し、支
援することとしている。

Ｄ－１

「市民活動団体等支援総
合事業」に関する事業提
案については、具体の事
業内容を踏まえて契約締
結の検討を行う必要があ
るが、ＮＰＯ法人の人材育
成にかかる事業であれ
ば、「管理型信託業を担え
るための人材育成」につい
ても、現行の制度内で対
応可能な提案であると考
える。

1219 12192020

古民家保全などの中
心的活動主体となるＮ
ＰＯ法人の多面的支
援。

本プロジェクトにおいては、特区制度を活
用しＮＰＯが中心的活動主体となるが、現
状そのような組織がない地域において
は、立ち上げに際し一定の支援が必要。
特に、特区において提案している管理型
信託業をＮＰＯ法人が担う場合には、専門
性が高いことから、財政的支援ばかりで
はなく、人的支援も必要となる。

「地域再生に資するＮＰＯ等
の活動支援」に関するメ
ニューとして、管理型信託業
を担えるための人材育成を
加える。

特区制度において、ＮＰＯ法
人に管理型信託業の登録が
認められた場合、受託できる
信託財産に制限を加えたとし
ても、当該法人の能力には一
定レベル以上のものが求めら
れる。事業開始当初から十分
な能力を持つことが必要であ
ることから、ＮＰＯ支援として、
事業に関連する教育面の支
援および人的支援が必要とな
る。

財団法人
山梨総合
研究所

原郷の里
づくり構想

内閣府

20 内閣府（地域再生非予算）


